
クリーニング所や取次店のクリーニング師や従事者のかたには、

クリーニング業法により研修・講習の受講が義務づけられています。

クリーニング師 クリーニング師研修
・業務従事後１年以内

・その後は３年に１回

業務従事者

業務従事者講習

従事者数の５分の１以上
の人数受講が必要 ※

・クリーニング所（取次店含む）の
開設の日又は無店舗取次店の営業の
開始の日から１年以内

・その後は３年に１回

※従事者が１ ～  ５名の店舗では１人以上が受講します
従事者が６～１０名の店舗では２人以上が受講します

クリーニング師研修を受講しているクリーニング師は、
業務従事者講習も受講したものとみなします

経営者の方へ
お店に従事するクリーニング師や業務従事者の方に

研修、講習を必ず受講させてください。

☆研修・講習に関する問合せ、申込み先

公益財団法人大分県生活衛生営業指導センター
（大分市長浜町１丁目１２ー３今田ビル３階）
電話：097-537-4858
URL：https://www.center.oita-navi.jp/

クリーニング業を営業される皆様へ

大分県生活環境部食品・生活衛生課 電話：097-506-3055
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